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総務課 からのお知らせ
総務チーム ℡ 0994-22-0511

■ �錦江町地域に根差す雇用産業支援事業について
　労働者の確保・定住者の増加を目指すため、町内の事業者に対し、町外からの就業者の人件費・研修費・
インターンシップ経費等の助成制度を設けています。
　事業内容については、５月19日木曜日　午後７時　役場本庁２階会議室で説明会を行います。
　興味のある事業者の方は是非ご参加ください。

対象事業者…… 事業の規模拡大をお考えの町内事業者
助 成 対 象…… 就業者人件費：賃金、保険料（社会、雇用、労働）
 就業者研修費：講師の謝金・旅費など
 インターンシップ経費：体験就業に係る滞在経費　等
※その他ご質問等がございましたら、総務課までお問い合わせください。

観光交流課 からのお知らせ
観光交流チーム　℡ 0994-25-2511

産業振興課・産業建設課 からのお知らせ
本庁 生産振興チーム　℡ 0994-22-3036　　支所 経済チーム　℡ 0994-25-2511

■ �神川大滝公園、花瀬公園リニューアル

■ �錦江町農業再生協議会事務所移転について

　県の事業（魅力ある観光地づくり事業）により、昨年度から整備を進めていた工事が完了し、神川大滝
公園と花瀬公園が新たな観光施設として生まれ変わりました。
　神川大滝公園は七滝のうち大滝と小滝の整備が完了し、滝つぼへは車いすでも通行できるようになり、
大滝の茶屋も外装が一新されました。
　花瀬公園は、お茶亭跡前に島津家時代の雰囲気を味わうことができる張り出しのウッドデッキが新たに設
置されました。
　今後、この２つの施設を町内外へ PR し、観光の町「錦江町」を目指していきます。

　５月より錦江町農業再生協議会の本庁事務所が同敷地内別館２階（肝属農業共済組合大根占支所西側）
に移転しました。
　なお、水田に係わる経営所得安定対策事業の申請をされる方は、６月９日（木）までとなっていますので
申請忘れのないよう、ご注意ください。
●錦江町農業再生協議会新事務所
　場所　錦江町役場本庁敷地内別館２階（肝属農業共済組合大根占支所の西側）
　時間　午前９時～午後５時
　電話　0994 - 22 - 0511（内線 180）

神川大滝滝壺周辺 神川大滝への遊歩道 花瀬公園ウッドデッキ


